
問い合わせ：相模原市保健所　健康増進課　042-769-8322

■申請日時点で相模原市に住民登録のある人
■抗がん剤治療等に伴う副作用から生じた脱毛症状によりウィッグが必要な人
■他でウィッグ購入費用の助成を受けていない人
■市民税に滞納がない人
ウィッグ購入費用の 1/2 または 30,000 円のいずれか低い額

助成の対象となる人
次のすべてに当てはまる人

助成金額
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ウィッグ本体、部分ウィッグ、帽子、
材料を購入して作成した場合の

材料費のいずれかと
装着に必要なネットの１組
ケア用品は対象外

助成の対象と
なるもの

相模原市

がん患者ウィッグ
購入費助成事業

ウィッグ本体、部分ウィッグ、帽子、
材料を購入して作成した場合の

材料費のいずれかと
装着に必要なネットの１組
ケア用品は対象外

助成の対象と
なるもの

申請は、
対象者１人につき
１回１組限りです
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相模原市

■ 相模原市がん患者ウィッグ購入費助成金交付申請書
■ ウィッグ購入金額の明細がわかる書類（コピー可）

■ 抗がん剤治療等を証明する書類（コピー可）

■ 申請者の市・県民税納税証明書
　　（非課税の場合は課税証明書）

■ 助成対象者以外の者が申請者となる場合は、委任状
※ 他にも必要な書類がある場合もあります

申請に必要な書類

申請方法

ウィッグ購入日から、１年以内であれば申請できます。
必要書類を下記まで提出してください。
提 出 先：相模原市保健所 健康増進課
　 　 　 　（ウェルネスさがみはらA館４階）
郵送の場合：〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目11番15号　
　　　　　相模原市保健所　健康増進課
　　　　　ウィッグ購入費助成担当
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がん患者ウィッグ
購入費助成事業

同意書、診療明細書、治療方針計画書、
お薬手帳などの抗がん剤等の薬名がわかるもの

がんに関するご相談

＜がんピアサポート＞
～がん体験者による無料相談～

　市内在住のがん患者ご本人又はそのご家族
を対象に、日常生活の不安や悩みなど、がん
に関するご相談を「がんピアサポーター（がん
体験者）」がお受けします。【事前予約制】
　詳 細 は 下 記 の 二 次 元 コ ー ド か ら ホ ー ム
ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い。　　　　　　　　　

＜がん相談支援センター＞
　全国のがん診療連携拠点病院等に設置され
ている無料相談窓口で、がんについて詳しい
看護師や、生活全般の相談ができるソーシャル
ワーカーなどが問題解決のお手伝いをします。
　がん相談支援センターが設置されている病院
に通院していなくても、どなたでもご利用いた
だけます。

検索相模原市 ウィッグ

【お申込み・お問合せ】
相模原市健康増進課

042-769-8322
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　右記の二次元コードから
市内のがん相談支援センターを

ご案内しています。
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